
建 政 － １２１０

令和６年１０月１５日

庁 中 各 部 局 長

教 育 次 長

警 察 本 部 長 様

各 地 域 振 興 局 長

建 設 部 各 課 所 長

建 設 部 長

総合的な担い手・施工確保対策について（通知）

本県建設業において深刻な担い手不足が懸念される中、近年頻発している豪雨災害等に

伴う災害復旧工事をはじめ、県民の安全・安心の確保の観点から円滑な施工が不可欠とな

る工事の増加が見込まれることを踏まえ、県発注工事に関し、次のとおり総合的な担い手

・施工確保対策を講ずることとしますので、通知します。

また、「総合的な担い手・施工確保対策について」（平成３０年１月２９日建政－１２

５５建設部長通知）は廃止します。

各部局長等にあっては、このことについて、関係課所長に周知してくださるようお願い

します。

１ ダンピング対策の強化（令和４年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用）

建設労働者の適正な賃金水準及び建設企業の採算性を確保するため、「秋田県低入札

価格調査取扱実施要領」（平成９年８月８日監－１３９７）を改正し、県発注工事に係

る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式を見直すとともに、「秋田県低入

札価格調査取扱要綱」（平成９年８月８日監－１３９７）を改正し、競争入札に付す全

ての工事に低入札価格調査制度を適用することとしたので、ダンピング対策の適切な運

用により、受注者における担い手の確保・育成の促進を図ること。

２ 特定建設工事共同企業体に発注する一般土木工事の見直し（令和３年４月１日以降に

入札公告等を行う工事から適用）

県発注工事の円滑な施工を確保するため、「秋田県建設工事に係る共同企業体取扱要

綱に基づく運用基準について」（令和２年４月２７日入札審査委員会承認）を改正し、

令和３年４月１日以降に入札公告等を行う一般土木工事について、入札が不調となる蓋

然性が極めて高い場合には、３億円以上のものについて特定建設工事共同企業体に発注

することができることとしたので、当該特例措置の適切な運用により、県発注工事の円

滑な施工を確保すること。

３ 現場代理人の常駐義務の緩和（令和３年８月１１日施行）

災害復旧工事、改良復旧工事その他これらに類する工事（以下「災害復旧工事等」と

いう。）の円滑な施工を確保するため、「県が発注する建設工事における技術者等の兼
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務要綱」（令和３年８月１１日建政－４６５）において、同一の現場代理人を配置する

工事に災害復旧工事等が含まれる場合は、兼務可能な工事の件数を３件から５件に拡大

することとしたので、当該緩和措置の適切な運用により、災害復旧工事等の円滑な施工

を確保すること。

なお、災害復旧工事等の例として、災害復旧事業、災害関連事業、災害復旧助成事業、

河川災害復旧等関連緊急事業、床上浸水対策特別緊急事業、災害対策等緊急事業推進費

による工事が該当する。

４ 専任の主任技術者が兼務できる工事の緩和（令和５年９月１９日以降に入札公告等を

行う工事から適用）

災害復旧工事等の円滑な施工を確保するため、「県が発注する建設工事における技術

者等の兼務要綱」（令和３年８月１１日建政－４６５）を改正し、同一の主任技術者を

配置する工事に災害復旧工事等が含まれる場合は、兼務可能な工事の件数を原則２件か

ら３件に拡大することとしたので、当該緩和措置の適切な運用により、災害復旧工事等

の円滑な施工を確保すること。

５ その他の施工確保対策

契約担当者は、当該工事の内容や地域の実情等を勘案し、次に掲げる施工確保対策を

適切に選択し、又は組み合わせて実施することにより円滑な施工を確保すること。

(1) 混合指名の活用

上位等級の者と下位等級の者の混合指名については、「指名の基準に関する運用基

準について」（平成６年３月３０日監－１７８１）６（１）の規定により、当該等級

に格付された者が極めて少ないとして「秋田県建設工事入札制度実施要綱」（昭和６

２年４月２２日監－１３４）第１４条第３項第３号に該当する場合以外は「原則とし

て」行わないこととなっている。

当該規定は、同要綱第１４条第３項第１号に該当する災害復旧工事等の入札が不調

となり、又は不調となる蓋然性が極めて高い場合（当該災害復旧工事等に近接かつ類

似する工事の入札が不調となった直後に当該災害復旧工事等の入札公告等を行う場合

に限る。）であって、上位等級の者を下位等級の請負対応額の工事に指名できる混合

指名以外の方法によっては円滑な施工を確保することができない場合まで混合指名を

認めないとする趣旨でないことから、このような場合に限り、混合指名を活用しても

差し支えない。

また、令和６年１１月１日以降に入札公告等を行う工事から、災害復旧工事等を含

む全ての工事（以下「当該工事等」という。）において、入札が不調となり、又は不

調となる蓋然性が極めて高い場合（当該工事等に近接かつ類似する工事の入札が不調

となった直後に当該工事等の入札公告等を行う場合に限る。）であって、混合指名以

外の方法によっては円滑な施工を確保することができない場合で、かつ、施工箇所が

点在する工事の積算を使用した工事に限り、別紙のとおり下位等級の者を上位等級の

請負対応額の工事に指名できる取扱いとするので適切に運用すること。

(2) 発注ロットの大型化

平成２７年４月１日以降、地域内における手持ち工事量の状況やそれまでの同種工

事の発注状況等から技術者や技能労働者の不足等が懸念される場合であって、契約担

当者が工事の円滑な実施のために必要があると認めるときは、次のとおり取扱うこと

ができるものとしているので、引き続き適切に運用すること。

① 「中小建設業者の受注機会の確保対策について」（平成１５年４月１８日建管－
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２２８）による分離分割発注対象工事から除外する。

② 施工箇所が近接する同一工種の複数の工事について、一の工事として発注する。

(3) 指名競争入札及び随意契約の活用

災害その他の理由により緊急を要する工事その他特殊な工事であって、条件付き一

般競争入札によりがたいと認められる場合は、「秋田県条件付き一般競争入札実施要

綱」（平成１９年３月２９日建管－２４２２）第２条第２項の規定により指名競争入

札を行うことができることとしているので、引き続き適切に運用すること。

なお、近接かつ類似する工事の入札が不調となった直後に入札公告等を行う災害復

旧工事等も、同項の規定により指名競争入札を行うことができる場合に該当するので、

指名競争入札の適正な運用により、災害復旧工事等の円滑な施工を確保すること。

随意契約の活用に当たって、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の２第１項第５号の規定は、緊急の必要により競争入札に付することができない

場合に例外的に随意契約を認める規定であり、当該災害復旧工事等が、県民の生命及

び財産の保護の観点から直ちに施工する必要があり、かつ、随意契約以外の方法では

施工に必要な工期を確保することができない場合等、真に緊急性を要する場合に限り

その適用が認められるものであることに十分留意すること。

また、同施行令第１６７条の２第１項第８号の規定は、競争入札に付し入札者がな

いとき、又は再度の入札に付し落札者がないときに随意契約することができる規定で

あり、入札者がなく不調となり、地域の建設業団体等との意見交換や聞き取り等を行

った結果、見積徴取業者が確保できる場合は、複数の者から見積を徴取し随意契約す

ることができる、又は入札が不落となり、再度の入札に付しても落札者がないときは、

再度の入札で一番最低の価格で入札した者等から見積を徴取し随意契約することがで

きる。

この場合、同施行令第１６７条の２第２項の規定により、契約保証金及び履行期限

を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更するこ

とができないことに十分留意すること。

(4) 繰越明許費の早期設定

「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成１３年

３月９日閣議決定・令和４年５月２０日変更）において定める「平準化を図るための

方策」の趣旨を踏まえ、悪天候や用地取得の困難、入札不調等により年度内に工事が

終わらないと見込まれる場合には、受注者が余裕を持って人材・資機材のやりくりを

行えるようにするため、年度末を待つことなく、速やかに繰越手続きを開始し、翌年

度にわたる工期の設定を行うこと。

(5) 発注の平準化の推進

建設業者の手持ち工事や技術者の状況等に配慮した適切な工期設定等に努めるとと

もに、「余裕期間設定工事実施要綱」（平成２９年２月１７日建政－１４８８）によ

る余裕期間制度の活用により、引き続き発注の平準化に努めること。

【担当】 建設部建設政策課 企画・建設産業振興チーム
電話：０１８（８６０）２４１５

建設部建設政策課 建設業チーム
電話：０１８（８６０）２４２５

技術管理課 調整・建設マネジメントチーム
電話：０１８（８６０）２４３１

技術管理課 積算管理・建設ＤＸチーム
電話：０１８（８６０）２４３２

（令和７年１２月２５日建政－１４５２ 一部改正）
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【別紙】
工事積算で「施工箇所が点在」を使用した場合の発注について

(１)対象工事

(２)格付要件

千円未満

千円未満

※

(３)事例：参考

○事例①

千円

千円  ・　Ｂ　級

千円  ・　ＢＣ級

千円  ・ＡＢＣ級

○事例②

千円

千円  ・Ａ　　級

千円  ・ＡＢ　級

千円

○事例③

千円

千円

千円  ・Ａ　　級

千円

発注金額 85,000 100,000千円未満 公告時の格付等級(例)

点在箇所毎の設
計金額

20,000
→ Ａ級のみ

(BC級不可)
55,000

10,000

　いずれか50,000千円
以上

点在箇所毎の設
計金額

30,000
→ 新たに

Ｂ級も可
(Ｃ級不可)

22,000 全て50,000千円未満

8,000

発注金額 60,000 100,000千円未満 公告時の格付等級(例)

全て20,000千円未満
点在箇所毎の設

計金額

12,000

12,000

6,000

→

(主任技術者)

全て 50,000

公告時の格付等級(例)

新たに
Ｃ級も可

45,000千円未満発注金額 30,000

Ｂ級
100,000 千円未満

(Ｂ級の発注要件)

　「施工箇所が点在」で積算した工事を発注する場合の等級等の考え方については、以
下のとおりとする。

発注金額が100,000千円未満であっても「専任の監理技術者」を要件とする場合(下請負
額50,000千円以上)は、特定建設業許可が必要となります。

Ｃ級

箇所毎の設計額

格付
等級

要件(全て満たす必要有) 金額:税込

摘要

全て 20,000 45,000 千円未満

(Ｃ級の発注要件) (専任不要)

　原則として、「入札不調(災害復旧工事等を含む全ての工事)になった工事（公
共・県単）で、工事内容が同一のもの」とするが、「入札不調が懸念される工事に
ついては、当初発注から適用するもの」とする。

　施工箇所が点在する工事は、それぞれの点在箇所毎の格付等級を含めることがで
きるものとする。ただし、配置予定技術者の資格要件等を考慮して、金額に上限を
設けるものとする。

発注額の上限

Ａ級
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